
 

 

 

 

 

「歩くまち・京都」憲章 
 

 

わたしたちの京都は、千二百年を超える悠久の歴史を積み重ねながら、趣あるまち並み

や自然景観、伝統、文化などを守り育ててきました。そして、だれもが安心して快適に歩く 

ことができるまちをつくりあげてきました。しかし、クルマを中心とする生活が急激に進展する

時代の中で、こうしたまちの魅力が損なわれています。 

京都にふさわしい移動の方法は、自分の力で、また時に人の助けを借りながら、    

“歩くこと”を中心としたものに違いありません。行き交う人々こそがまちの賑わいと活力の 

重要な源泉であり、歩くことこそは健康や環境にも望ましいものです。 

このような認識のもと、世界の範となる「人が主役の魅力あるまちづくり」を推進するため、

ここに「歩くまち・京都」憲章を定めます。 

 

わたしたちの京都では、市民一人ひとりは、 

１  健康で、人と環境にやさしい、歩いて楽しい暮らしを大切にします。 

そして、市民と行政が一体となって、 

１  だれもが歩いて出かけたくなる道路空間と公共交通を整え、 

    賑わいあるまちを創ります。 

１  京都を訪れるすべての人が、歩く魅力を満喫できるようにします。 

 
 

 

 

（平成２２年１月２３日制定） 


